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一言
質

住

居

穐

の
本

質

及
.其

構

造

■

緒

言

=

本
研
究
の
目
的
二
説
述

の
順
序

)

(

(

戸

正

雄

　
段

住
居
視
の
本
質

其

」

仕
盾
批
の
定
義

其
二

住
居
粉
の
部
端

二

直
接
税
間
接
税
の
匿
別

に
於
て
二
所
得
牧
釜
財
産
交
通
消
愛
醗
の
匪
別
に
於

て
鋤
消
費
税
也
均
他
税
ミ
の
關
係
の

く

く

く

て

こ

コ

コ

ラ

ヒ

攻
益
税
こ
の
關
係

-
家
屋
税

こ
の
關
係

2
螢
業

視
ミ
の
関
係
ろ
所
得
税
ξ
の
關
係
)
.

.

(

(

(

第
二
段

位
居
税

の
構
造

ユ

ラ

ラ

ユ

其

　

住

居
挽
の
裸
視
物
件

二

住

措
の
億
義
二
住
居
の
範
囲
A
入
る
べ
き
も
の
13
除
く

.へ
寺

も
の
)
.

く

う

ラ

ラ

其

二

住
居
挽
の
課
税
標
準

(
一
.古
式
の
も
の
二
現
代
式
の
も
の
A
賃
貸
価
格
B
其
他
の
標
準

)

く

く

く

く

　

ラ

其
三

佳
塒
税
の
免
税
鮎

こ

免
税
鮎
な
設
く
る
主
義

二
之
怨
設
け
ざ
ろ
虫
垂

粍
西

住
居
税
の
税
率

二

賃
貸
償
格
に
野
し
累
警

守

ろ
の
主
義
二
其
他

の
定
め
方
)

論

説

住
居
礎

の
木
質
及
其
構
造
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ご
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一



含

・

論

説

住
居
税
の
木
質
及
其
構

造

其
五

住
居
粉
の
租
税
圭
瞠

二

佐
贋
者

7
、其
他

の
も
の
)

莫
大

住
居
税
の
課
税
樺
断

二

質
例
.二
理
論
)

其
七

住
居
税

ε
他
税
ε
.の
結
合

其
八

仕
団居
競
漕収
額

の
傭
晒途

結

論

(全
文
の
要
目日
)

緒

「芦

第
九
巻

(第
二
號

二
)

二

「
二

ノ

」

r

前
回
の
論
文

に
て
は
住
居
税
の
公
孚
負
播
要
求
に
封
ず
る
關
係
を
吟
味
し
π
。
そ
し

て
其
が
完
全
に
公
平
で
は

な
い
が
、
大
禮
的
な
る
公
李
に
は
適
ふ
所

で
あ
り
、
之
を
改
造
し
て
、
而
も
租
税
騰
系
中
の

一
ε
駕
す
な
ら
ば
、

萬
更
ら
棄
て
た
も
の
で
も
な
い
ε
い
ふ
結
論
に
到
達
し
な
。
即
ち
夫
の
高
級
住
宅
税

の
如
き
も
の
な
ら
ば
、
少
く

8
も
右
観
察
黙
よ
り
し
て
は
承
認
ず
べ
き
も
の
ε
い
ふ
こ
ご
に
な
つ
だ
。
併
し
私
の
提
案
な
る
高
級
住
宅
税
を
了

解
す
る
が
爲
め
に
は
、
右
の
公
平
負
櫓
要
求
ご
本
税

こ
の
關
係
を
明
に
し
穴
の
み
で
は
不
十
分
で
あ

っ
て
、
今

↓

歩
立
入
っ
て

一
般
住
居
税
の
本
質

菰
り
構
造
な
り
に
就
い
て
、
従
来
行
は
れ
π

る
學
説
及
立
法
例
を
吟
味
し
て
榿

く
こ
巳
を
も
、
肝
要

ご
信
ず

る
に
依

っ
て
、
藪
に
敢
て
之
を
試
む
る
も
の
で
あ
る
。

.

本
文
説
述

の
順
序

ε
し

て
は
・
先
づ
此

椀

の
本
質

を
説

き
、
其

れ

よ
り
し
℃
其
構
吐
提

及

ぶ

こ
ε

・
す

る
。

一

艦

、
事

の
性
質

か
ら

い
ふ
ε
、
枇

の
構
造

が

=
逼
り
明

に
な

ら
ぬ
ε

、
共
本
質

も
明

に
し
難

き
繹
で

は
あ

る
が
、

「

,
.

凹



悲
に
私
が
研
究
の
結
果
を
報
告

す
る
に
就
い
て
は
、r
其
本
質
論
は
営
然
、
構
造
を

一
通
り
明
に
し
セ
上
で
の
結
論

に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
別
に
本
質
論
の
前

に
構
造
を
説

く
北
も
及
ば
ね
。
む
し
6
問
題

の
根
幹
衰
ゐ
本
質
の
方

を
述

べ
て
、
然

る
後
、
枝
葉
に
励
す
る
構
造
論
文
.は
課
徴
方
法
問
題
に
移
る
ご
い
ふ
普
通
の
説
明
順
序
に
從
ふ
こ
ご
、

す
る
。

第

一
段

住
居

税

の
本

質

-

其

一

住

居

視

の
定

義

住
居
桃
と
は
人

の
住
居

に
労
し
て
課
徴
す
る
の
挽
で
あ
る

(註
=

。
屡

々
屋
賃
税
ε
混
同
せ
ら
る
～
こ
と
は
前

論
交
に
も

=
目
し
セ
通
り
、で
あ
る
.が
、
其
住
居
視
が
必
申
し
も
屋
賃
叉
は
住
屋

の
賃
貸
債
格
に
依

る
も

の
に
限
ら

な
い
こ
と
、
後
段
に
述
ぶ
る
如
く
で
あ

る
か
ら
、仮
令
其
の
量
質
に
依
る
こ
ど
が
普
通
で
あ
る
に
し
て
も
、矢
張
り

之

に
基

き
て
定
義
を
與
え
ず
、
住
居
の
方
に
重
黙
を
置
い
て
意
義
を
定
め
る
の
が
選
む
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
此

屋
賃
に
重
き
を
償

て
定
義
す
る
こ
譲

な
る
と
、
屋
賃
馨
標
準
手

る
家
屋
税
、
瞥
葉
枕
を
も
包
括
し
な
け
れ

.

ぱ
菰
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
普
通
、
屋
賃
枕
ε
い
ふ
詞
を
用
み
る
人
も
實
は
住
居
挽
の
意
味
で
、
住
居
叉
は
屋

賃

悦
円
い
ふ
風
に
い
ふ
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、矢
張
り
住
居

の
方
に
重
き
を
置

い
て
定
義
す

べ
き
も

の
で
あ
る
ゆ

垂

)

薯

塞

ぐ
る
嚢

の
二
三
別
々
一下
{

、
例
之
、
・
ナ
・
グ
に
曰
く
、
佳
髭

崔

居
者
の
税
で
、
彼
が
竣
舞

ふ
所
の
屋
蕩

凄

論

説

岱
居
挽
の
本
質
及
其
構
造

r
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轡
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二
號

三
)
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詠

脱

農

嘗

査

及
驀

進

第
九
巻
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號

四
v

三

四

慮
じ
て

、
叉
に
所
有
者

よ
り
し
て
自
ら
利
用
さ
れ
た
ろ
住
居
の
持

つ
賃
貸
債
値
に
感
じ
て
取
る
も
の
で
め
ろ
ピ
。
ヲ
ウ
に
曰
く

、
住
居
稔
己
に
各

人
民

よ
り
、
屋
主

た
る
電
借
屋
人
た
る
ピ
な
聞
1ー
ヂ
、
彼
よ
り
住
ば
れ
た
る
場
職
の
推
定
的
屋
賃
F
從

ふ
て
挑
に
ろ
、
硯
で
あ
る
ε
。

ニ
ー
ベ
ル

ビ
に
曰
く
、
岱
唐
文
は
屋
賃
税
ご
は
住
居
場
露

に
よ
り
、
叉
は
住
居
㊨
目
的

の
爲
め
に
爲
さ
れ
た
み
支
出
に
依
り
測
定
さ
れ
た

み
家
屋
叉
に
家
屋

の
部
分
の
住
居
看

の
税
で
あ
る
ε
。

ヘ
ッ
ケ
ル
は
日
↑
、
住
居
叉

に
醗
錠
税

は

一
家
羅
文
に
家
雄
都
の
住
贋
者
に
罰
し
、
其
班
宥
看
た
ろ
ピ
借
屋
.

の

人
た
る
と
々
間
は
す
課
す

る
所
の
直
接
税
で
あ

る
ご
。

其
二

住

居

挽

の

部

尉

住
居
視

の
定
義
は
右
の
如
し
ε
し
て
、
倦
て
然
ら
ば
住
居
視
は
理
論
上
、
如
何
な
る
種
類

の
税
に
厨
す
る
か
。

暴
れ

一
の
興
味
あ
る
問
題

で
あ
る
。

ラ一
第

一
に
此
税
が
、
垂
帳
税
従
卒
挽
の
意
義
に
て
も
、
負
擢
の
直
接
間
接

の
意
義
に
て
も
、
直
接
税
に
屡
す
る
こ

くご
に
異
義
は
な
い

(註
二
)
。
尤
も
負
推
の
直
接
間
接
か
ら
い
へ
ば
、
賓
は
豫

め

一
視

の
部
騒
を
定
め
る
こ
ε
が
難

い
ε
も
い
ひ
得
る
。
韓
嫁
關
係

の
如
何
に
依

っ
て
は
、
住
居
者
で
な
く
て
所
有
者

の
負
憺

に
締

す
る
こ
と
も
あ
り

　

の

得

る
の
で
(註
三
)、
粗
密

に

い

へ
ば
北

枕

の
性

質
は

原
則
上
定

ま
ら
な

い
。
だ

ゴ
嘉
賓

上
定
ま

る
ε

い
ひ
得

る
。
併

し
止

め
如
き

こ
と
は
濁

り
住

居
挽

に
限

つ
穴
問
題

で
は

な
く
て
、
凡

べ
て

の
枇

に
つ
い
て
或
は

む
し
ろ
精

密

に
い

へ
ば
殆

ん

ざ
凡

べ
て

の
撹

に

つ
い
て
負
擢

の
直
接

間
接

ε

い
ふ
標
準
か

ら
起

り
得

る
所

で
あ
る
か
ら
、
薙

に
取
立

て

、
議
論

す

る
程

の
事

で
な

い
ご
も

い
ひ
得

る
。
.

,

(註
=
〕

ヘ
ソ
ヶ
ル
に
直
接
税
ざ
明
言
マ
。
允
も
コ
ン
ラ
ー
ド
ば
・此
税
に
て
に
人
が
屋
貸
の
支
出
象
り
、攻
入
F
及
び
、
薩
っ
て
間
接
に
給
付
能
力
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『

の

に
結

論
す
る
の
故

怨
以

て
、
間
接

税
ピ
す
乃
特
殊
の
見
解
々
持

つ
σ
加
藤
氏
も
同
見
な
う
が
如
し
。

.

(註
三
)

此
に
家
屋
税
の
方
か
ら

い
ふ
て
も
同
様

で
、
轄
嫁
關
係

に
依
っ
て
に
家
屋
税

が
借
屋
人
た
ろ
住
居
看
の
員
撫

ζ
な

っ
て

、
所
有
者

の
貢
櫓

ミ
な
ら

掩
こ
ε
も
あ
り
得
ろ
。

(
ツ
ケ
ル
は
曰
く
、
佳
唐
税
孜
家
屋
税
の
面
税
に
於
て
、
樽
嫁
事
情
が
屋
賃

の
自
由
な
ろ
協
定

の
爲

め
に
事
實
上
.

の
繋

轟

馨

し
む
ろ
こ
是

得
る
・
斯
く
て
或
陣
ば
塵

人
を

他
の
慶

塁

霧

局
の
羅

誉

爲
マ
こ
ミ

な
吾

あ
ら
　
恥

エ

ラ

う

二
次
ぎ
に
所
得
、
財
産
、
牧
盆
.
交
通
、
及
清
費
税

の
分
類
か
ら
い
へ
ば
、.
此
税
は
明
か
に
A
消
費
税

で
あ
る
。

(

(

ラ
　
ラ

直
接
清
費
税
叉
は
使
用
視
で
あ

る

。
B
い
1
夫

の
家
屋
視
の
如

く
家
屋

の
所
有
者
に
生
す

る
有
文
は
無
形
の
牧
盆

(
(
(

に
課
す
る
ご
異
り
、
其
使
用
者
即
ち
住
居
者

に
其
使
用
叉
は
支
醇

の
標
準
に
從
ふ
て
課
す
る
も
の
で
あ
る
(註
四
)。

間
々
、
之
に

つ
き
轄
嫁
關
係
を
考
慮
し
て
、
住
居
音
叉
は
借
屋
入

の
負
辮
に
蹄
ず
み
だ
け
に
て
消
費
税

で
あ
る
な

ご

、
い
ふ
説
明
を
す
る
人
も
あ
る
が
(註
五
)、
斯
く
い

へ
ば
家
屋
税
で
も
借
屋
人
の
負
捲
に
締
す
る
だ
け
に
て
は
消

費
視
色

こ
い
は
な
け
れ
ば
な
5
な
く
菰
っ
て
終
う
。
、
一
膿
・此
所
得
牧
盆
交
通
及
清
費
税

の
分
類
を
、
そ
ん
な
風
に

見
て
行
く
べ
き
も
の
で
な
く
、
其

々
の
税
の
精
神
叉
は
趣
旨
に
着
眼
す
れ
ば
足
る
.の
で
あ

る
。

で
住
居
税
が
住
居

者
を
課
す
る
も
の
ご
し
て
出
來
允
以
上
は
、
假
令
其
が
轄
嫁

の
事
實
上

の
結
果
に
於
て
間
々
屋
主

の
負
捲
に
露
し

て
も
、
其
を
其
れ
だ
け
に
て
は
特

に
牧
盗
視
で
あ
る
な
ぜ

、
い
ふ
に
及
ば
な
い
。
住
居
者

の
負
憺
に
締
す
る
だ
け

に
て
消
費
税
ε
い
ふ
に
も
及
ば
ぬ
。
矢
張
り
元
來
住
居
者
即
ち
消
費
者
を
税
す
る
趣
旨
の
も
の
と
し
て
消
費
税
に

入
れ
て
し
ま
う
べ
き
で
あ
る
。
之
ε
同
様
に
家
屋
視

の
方
は
家

の
所
有
王
の
牧
盆
を
税
す

る
積
り
で
出
來
詫
も

の

散
、
牧
益
税
に
.入
れ
る
事
に
す

べ
き
で
あ
る
。
尤
も
英
.国
法
の
如
く
、
名
構
か
ら
い
っ
て
も
家
屋
税

(
詳
し
く
い

論

説

住
居
税
の
本
質
及
其
構
造
.

第
九
巻

(第
二
號

五
)

一
=
玉

3)He〔1(el,Mlet5teueretc.S.696.℃r,nrad,Grundrisr.Fw.2AuH.S.IIo.K自 立o.

V㌧アohnuugs:andLuxussteuern.S.29

4)Heしke】,癖1iet5teueretG.S.696.Derselbe,Lchrbuch.II.s.28K.

5)Kaしo,a.、a.0.S.29.
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国

'

論

説

住
居
溌
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巻

(第
二
號
.

六
)

二
一
六

へ
ば
住
居
家

屋
税

与
野
げ
常
住
ヶ
2
。。田

口
x
)
巳
な

り
、
實

際

一
部

の
住
屋

に

つ
き
て
所

有
者

を
納
税
義
務
者

ご
寫

し
、
借

主

が
税
を

代

っ
て
梯

つ
た
場

合
に
は
賠
償

を
求

む
る
ご

ε
さ

へ
認

む

る
も

の

(甚
六
V
に
て
は
、
住
居
視
.ご

う

家
屋

税
ε

の
混
合

が
存

す

る
ご
見

る
べ
き
で
あ

る
〔註
七
)。
2
或

は
又
住
居
税

又
は
屋
賃
硯

を
瞥

業

の
場
庭

に
も

及

(

ア

.

ぼ
し
な
る
ε
き
は
之
を
以
て
直
ち
に
其
謄
業
所
に
騙
す
る
だ
け
を
瞥
業
税
の
追
加
視
と
い
ふ
風
に
見

る
人
も
あ
る

が
、
此
は
後
に
も

い
ふ
如
く
本
家
、
純
麿
業
所
に
は
之
を
及
ぼ
す
べ
き
で
な
く
、
牢
管
業
宇
佐
居
所
に
は
之
に
.及
ぼ

す
も
已
む
を
得
ぬ
が
、
之
に
は
自
然
、
純
住
居
よ
り
は
輕
牽
を
課
す
る
こ
ε

、
な
ら
う
し
、
然

る
ご
き
は
立
法
者

の

精
神
は
む
し
ろ
其

の
佳
居
た
る
分
子
を
見
て
課
し
て
居
る
ε
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
、-
併
し
其

の
實
際
不
明
で
あ

っ
て
、多
少
瞥
業

の
分
子
に
も
課
す
る
ε
見
る
.べ
き
場
合
が
あ
り
得

る
。
此
場
合
に
は
矢
張
り
住
居
税
ε
瞥
業
枇
ε

の
混
合
あ
り
ε
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
(註
八
)。
孰
れ
に
せ
よ
住
居
税
其

の
竜

の
は
消
費
税

で
あ
っ
て
、
牧
益
税
で

う

は
な
い
。
ろ
或
億
叉
、
此
税
に

つ
き
原
則
上
天
は
事
實
上
、
住
居
支
出
が
義
務
者
の
所
得

の
.一
定
割
合
と
解

せ
ら

(

る
、
な
ち
ば
、
叉
は
其
れ
だ
け
に
て
は
、
此
椀
が
所
得
税

の
領
域
.に
入
込
み
得
る
ご
い
ひ
、
或
は
此
挽
が
實
際
最

の

多
く
の
場
合
に
借
屋
人

(む
し
ろ
住
居
人
)
の
所
得
を
視
ず
る
の
故
に
、
住
居
消
費
叉
は
所
得
税
也
ご
い
ふ
も
あ

る

が
、
其
は
當

ら
な
い
。
元
来
住
居
稔

は
屋
賃

の
如
さ
も

の
、
み
に
依
ら
ナ
、
例
之
、
住
居

の
大
さ
の
如
く
所
得

の

大
小
せ
關
係

の
密
な
ら
ざ
る
も
の
に
依

る
こ
こ
が
あ
り
、
屋
賃

に
依
る
も
の
に
て
も
、
其
も
亦
、
到
底
此

の
如
く

所
得

の

一
定
割
合
ε
ば
い
ひ
難
↑
、
假
令
大
磯

に
て
黙

り
ε
い
ひ
得
て
も
、
住
居
挽
が
所
得
其
も
の
を
捕
捉
せ
す

.6)

7)

8)

9)

Heckel,Mict3teueretc.S.698.Derselbe,Lehrbuch.工1.S.283・

Heckel,Mietsteueretc.S.696.Derselbe.Lehrbuch.II.S.281。

Hecke】,Mietsteueretc,S.636.Derselbe,Lehrbuch.II.S.z8【.

Quincy-Adams,Gebaude-undMietsteuer.S.64.



し
て
、
住
居
支
出
を
見

る
以
上
は
、
之
を
所
得
税
ε
い
ふ
は
當
ら
な
い
。
住
居
又
は
住
居
支
出
に
現
は
れ
た
る
所

得

を
見
る
の
故
に
、
住
居
挽
が
所
得
税
也

冠
い
ふ
な
ら
ば
、
大
抵

の
税
は
其
が
所
得
ご
或
關
係
あ
り
ε
い
ふ
の
理

由
を
以
て
凡
べ
て
所
得
税
ヒ
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
嫁
く

眠
る
。
此

の
如
く
に
税
を
分
類
す
る
な
ら
ば
、
最
早
、
所

得
牧
釜
財
産
交
通
消
費
税
の
分
類
共
も
の
が
無
意
義

に
な
る
。
で
此

分
類
法
を
維
持
す
る
以
上
は
、
住
居
税
は
所

得
税
に
非
争
、
滑
{畳
枕
也
ご
い
ふ
の
外
は
な
い
。

註

坦

ヘ
ッ
ケ
ル
掻

居
税
に
住
居
清
武

目
的
の
爲
め
に
彼
よ
り
爲
さ
れ
た
る
消
費

の
標
準
ド
絶

っ
て
課
す
る
あ

控

家
屡
稔
の
如
・
、
家
屋

10

の
使
用

に
よ
囚
直
接
叉
は
間
接

に
生
す

ろ
所
得

存
課
す
う
も
の
で
な

い
ピ
い
ふ
。

ワ
グ
ナ
ー
も
略
ぼ
同
様
の
こ
ζ
な

い
ふ
。

{註
五
V

ア
ダ
ム

・
ス
ミ

ス
に
此
税
が
住
居
者

に
帰
す
う
だ
げ
に
て
に

消
費
物
の
求
仙

の
種
類

の
上
の
税
ξ
同
性
質
ピ
い
ひ
、

一
ソ
ケ
ル
ば
或

住
居
の
借
手
が
終
局
の
摺
粉
者
な
ろ
ε
意
匡
、
沿
費
貌
の
特
徴

が
現
匡
る
ご

い
ひ
、
叉
他

の
庭

に
て
英
図

の
住
屋
溌

に
っ
き
此
が

一
方
に
11
漕
賛

助

税
の
性

質
を
有
し
・
他
方

に
は
或
-■
起

る
べ
き
輔
嫁
慕
情
の
爲

め
に
政
盆
-

税
の
特
徴
な
示
し
た
ミ
い
ふ
。

つ

(註
六

)

葵
國

の
現
行
、
住
屋
税
ば
通
例
は
、
租
醗
義
務
あ
み
建
物
の
危
局
音
叉

は
岱
国
人
よ
司
、
併
し
分
割
賃
貸
さ
れ
た
ろ
家
屋

に
於

て
に
、
所

動

有
者
よ

71
抑
は
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
。

斯

く
て
分
割刮
賃
貸
家
屋
に
て
に
、
所
{有
看
が
賢
際

の
納
税
義
務
者
(櫓
税
看

)で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
が
・
彼
が
徴

収
匠
城
内
に
住
居

ぜ
ず
叉
ば

一
定

.
鵜
縄
過

後
に
租
税
々
佛
に

ぎ
る
場
合

に
に
、
賃
借
人
が
之
た
支
跳
ば
な
け
れ
ば

な
ら
澱
。
併
し
其

支
出
し
た
る
税
額
だ
け

、
屋
賃
な
減
縮

す
る
梅

圃

利
粗
有
す
る
。

、

〔註

t
)

エ
ー

ペ
ル
ビ
は
、
英
国

の
屋
賃
租
に

一
部
、
家
屋
攻
釜
税
也

ピ
い
ひ
、
フ
グ
ナ
盲
に
攻
蓋
家
屋
税

ご
住
居
税

ε
の
混
性

海
有
す

ピ
い
ひ
、

④

ブ
イ

ス
チ
ン
グ
も
此
が
混
合
的
性
質

な
有
す
ミ

い
ふ
。

.
(註

八
〉

ヲ
グ
ナ
ー
忙
、
住
居
税
が
管
渠
所
等
々
税
す
ろ
威
で
に

・
此

に
木
來

、
警
利
種
特
に
螢
業
挽
で
あ

る
。
両
極

の
場
慮
の
屡

々
賢
際
に
於
て

蘭

説

住
居
穏
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巻
.

〔第

二
號

七
)

一
=

七

10》

u)

12)

13)

Heckel,Mietsteueretc.S、696.Derselbe,工ehrbuch.!1.S.2801-1.Wagner,

Fw,2Au日,11.S.618,

AdamSmith,We乱tthofNations,B,V,Ch.】1.Pt.II.ATt.1..、Heckbl,

Lebrbuch,11.S,281.283.De【sclbe,Mietsteueretc.S.698.

Heckel,Mietsteueretc.S.698.

a.a.O:111.S.25].Vocke,a.a,謄 撮 ε綴 ㌔ 器 磁1㌔ 。漁,器
1ehre.S.321・

Hecke1,Mietsteueretc.S・698.Derselbe,Lehrbuc打 ・11・S.283-4,

「



論

説

住
儀
税
の
本
質
及
其
構
造
.

第

九
巻

切

混
雑
し
且
つ
聯
絡
ぜ
る
爲
め
ド
、
住

居
税
は
往

々
に
し
て
混
合
性

々
有
す
ε
い
ふ
り

第
二
段

住
居
税

の
構
造

〔第
二
號

八
}

一
=

入

覧
.

其

一

住

居
枇

の
課

税
物
件

ラ一
住
居

視

の
課

税
物
件

は

い
ふ
ま

で
も

な
く
、
住
居

ε

い
ふ
も

の
で
あ

る
(註
九
)。
或

は
住
宅

と
い
ふ

て
も
良

い
。

く住

宅

こ
い
ひ
な
り

こ
て
、

一
箇
樹
立

の
建
物

ε
は
異

る
。
数
箇

の
建
物

が
集

ま

っ
て

一
の
住
宅

ご
な
る
こ
ε
も

あ

る

べ
く
、

一
箇

の
建
物

が
数

欝

の
住
宅

に
分

る

、
こ

ご
も
あ

る
。
後

の
場
合

に
課
税

の
便
宜

上
、
其

一
建
物

を

一

括

し

て
課

税
物
件

ご
ず

る
こ

ご
は
あ

る
け

れ
ご
も
、
此

は
全
や
便
宜
.上

の
庭

世

に
止

ま
り
、
原
則
上

に
は

別
の
も

の

ご
見

る
べ
き

で
あ

る
。
故

に
理
論

上
、
課
税
物
件

の

軍
位

の
定
ま

る
の
は
建

物

の
物

理
上

の
状
態

よ
り
は
、
む

ラ
　

し
ろ
其

用

法
に
依

る
の
で
あ

る
。
二

A
建
物

ご
い
ふ
て

も
土
地

と
離

れ

て
は
住
居

&
し

て
意
味

を
成

さ
ぬ

か
ら
、
.

(
(

土
壇

ざ
不

可
分
猷
態
に
あ

る
佳

ひ
得

べ
く
文
理

に
住

は

る
、
場
庭

と
い
ふ

こ
ご
に

な
る
。附
屡
建

物
、
附
属
土
地
も

ラ

當
然
其
住
居

に
用

ゐ
ら
る
る
だ
け

で
は
、其

課
税
物
件

の
範

圏
内

に
置

か

る
べ
き

で
あ

る
、註
一
〇
)。
B
併
し

住
居

し

(

得

べ
き
家

屋

に
て
も
現

に
住
居

さ
れ

て
居

ら
ぬ
も

の
は

除
外

す

べ
く

、
(註
=

)、
笹
葉
所
其
他

生
産

に
用

ゐ
ら
る

る
も

の
も
除
外
す

べ
く

〔駐

=
「)、共

住
居
用

ご
不
可

分

な
る
だ
け

で
は
、特

別
輕
牽

を

適
用

す
べ
き

で
あ

る
(註

「
三
V。

其
他

公
益

的
利
用

㊨
住
居

に
至

て
は
除
外

す

べ
き
も

の

で
あ

る
〔註
一
四
)。

14)Eheberg,a,a,0.S.・389.Wagner,a.a.0・III・S・257・Fuisting,a・a・O.S.3z[・

15)Wagner,a.a・0・II.5・61S-9・

「



r

ビ

(
註
九

)

フ
グ
ナ
ト
は
、
殿
格

に
い
へ
ば
既

に
は
唯
だ
私
住
居
の
種
の
み
が
偏
す
ピ

い
ひ
、
プ
ァ
イ
フ
ァ
ー
に
此

に
て
は
脅
家
族
自
ら
住
居
す

ろ
揚

礎

の
み
な
擁
す
.(
琶
も

の
ε
い
ひ
、
ア
イ
ゼ

)
ン
ハ
ル
ト
に
真
正
當
な

る
賦

課
の
爲

め
の
注
意
の

」
ε
し
て
、
此
が
唯
だ
家
事
雛
清
士
の
使
用

ド
向

り

け

ら

ろ

、
場
威

の
み

な
課
す

ろ
こ

こ
な
畢

ぐ

。

　

　
　
　

の

(註

一
〇
V

例
之

、
英
画
法

に
て
に

、
家
鼠
の
附
鵬
物
〔附
騙
建

物
、
園

・
庭
等
)
を
も
計
算
象
。

(駐

闘
[
)

7
グ

ム
・
み
ミ
ス
に
之
に

つ
音
、
不
住
居
家
屋
ー丁
稚
々
佛

ふ
,へ
音
で
な

い
。
此
が
穐

に
全
く
所
有
者
の
貢
櫓

ご
な

る
。
而
か
も
其
人
は
彼
.

に
便
利
庸

攻
入
海
も
供

ぜ
ざ
ろ
物
件

の
薦

め
に
課
ぜ
ら
ろ
㌧
こ
ぜ」
、
な

る
ピ
い
ふ
。
之

に
從

ふ
て
英
国
で
は
不
住
居
中

に
属
す
る
空
屋
は
免
税

葺

ろ
齢

・

(註

=

「)

ミ
ル
に
、
寓
ら
螢
業
の
矯
め
に
占
有
さ
れ
た
ろ
建
物

及
建
物
部
が
嵐
歴
程

心
免
除
さ
ろ
べ
し
ピ
い
ふ
ご
ε
11
承
認
ゼ
ら
れ
た
る
原
則
也

ε

い
ひ
、
ラ
ウ
に
此
程
に
て
は
螢
巣
目
的

に
利
用

さ
れ
た
ろ
揚
慮
た
除
外
す
べ
し

ご
い
ひ
、、
(
ソ
ケ
ル
も
亦
た
此
が
固
有
の
住
居
需
要
の
租
税
的

捕
捉
に
限
ら
る
べ
く
・
随

ふ
て
螢
叢

に
及
ぼ
さ
ろ
べ
か
ら
τ

・
い
ふ
・

プ
ア
イ
フ
T

;

ツ
サ
も
同
様
の
き

」
畿

く
調

光

も
食
倒
に
に
管
業
所
を
併
ゼ
課
す
る
も
の
少
か
ら
ず
。
例
之
、
凋
逸

の
ダ

ン
チ
ソ
ヒ
に
て
に
凡
べ
て
の
種
類

の
住
屋

、
工
場
、
仕
事
場
、
禽
庫

宋
音
小
舎
の
使
用

に
誤
脱
し
、
白
耳
義

の
ガ
.ン
に
て
も
、
家
屋

、
工
場
、
店
等
の
屋
賃
に
課
税
丁
。
奨
他

・
.家
風
税

の
例
で
に
あ
み
が

・
獅
逸

の

ザ
〃
セ
.ζ

イ
・;

ぢ

に
て
に
住
居
養

業
用
家
摩

麺

籍

し
・
後
言

薯

の
雰

だ
け
の
率
為
課
」

農
業
の
み
に
肘
ゐ
・
住
居
さ
れ

か

ぎ
ろ
家
屋

な
免
税
ミ
す
。

(
註

=
「ご

ア
イ
ゼ
ン

ハ
ル
ト
ば
住
居
が
瞥
業
用

ξ
混
食

す
る
場
合

に
ば
低
き
醗
率

為
課
す
べ
し

ピ
い
ひ
、
匿
名
政
治
家
に
固
有
の
住
居
場
轟
は
屋

賃
税
の
完
牽
な
彿

ひ
、
替
業
所
叉
に
螢
業
用
の
室
及
場
麗
に
低
音
率
海
員

ふ
べ
毒
し
の
こ
帰

す
。
例
之

、
英
国
法

に
て
に
、
同
時

に
瞥
業
貝
的

、

商

工
業
、
宿
屋

、
酒
屋
、
物
質
業

に
用
立

つ
住
屋
に
は
本
税
の
三
分

二
の
牽

な
課

で
・2

或
ば
之
に
關
嚇
し
て
、
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
は
其
螢
業
の
爲

め
に
過
大
な
ろ
屋
買

な
蜘

ふ
ご
芝
な
鐙
明
す
ろ
者
に
縄
減

な
許
す
こ
ε
心
得
べ
し
そ」
い
ひ
・

潔
ー
リ

ユ
!
に
其
職
業
が
、
同
所
得
な
も

つ
人
の
善
通
の
屋
貰

乳
り
も

]
届
大
な

る
屋
賃
を
係
犠
な
く
す

乃
義
務
者
の
爲
め
に
、
税
率

た

「
定
度

ラ

コ

リ

に
て

軽
減

す

ろ
心
得

ミ

い
ふ
け
れ

こ
も

、
此

が
賢

行

11
困
難

な

る
も
の

で
あ

ら
う

。

論

説

住
居
醗
の
本
質
及
貰
婿
鎧

涕
九
巻

(第
二
槻

九

)

一
=

蜘

亙6)

宜7)

阯8)

重9)

コへ
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璽

.

.

・論
説

,焦
撹

梁

質
及
其
蜷

魔

加
餐

隻

麗

一
。
)
.
壬
.δ

り

垂
.
既

倒
之
・
蕎

塁

鞍

護

・
箆

褄

、
薇

・
難

物
、
王
族
程

難

畢

ろ
厨
で
.あ
み

.

其
二

住
居
視
の
課
税
標
準
.

↓
佳
麗

の
謀
枕
羅

の
霜

な
・
も
の
炎

頭
で
、
此
の
如
書

式
の
あ

が
現
代
の
廼

の
」

部
に
存
す
る

く
　

ぬ

垂

伍
・の
は
洵
に
種

事
で
あ
る
。
中
世
の
終
り
に
可
努

準

行
は
れ
蕩

の
墜

は
煙
突
視
の
如
き
も
畢
竟

す

る
に
、
.住
居

状
態
を
示
す
視

で
あ

る
か

ら
、

一
の
住
居

視
&

い

へ
る
が
、
此

れ
亦

な
冷

く
粗

な

る
も

の
で
、
到

ふ

底
非
常
に
不
公
薫

る
箆

鈷

。
次
舞

達
し
砦

門
窺

も
変

粗
に
し
て
不
公
張

る
こ
易

論

で

あ

う

る
・
ゴ
含

の
時
世
に
於
て
行
奮

し
て
拡
到
底
右
の
如
き
も
の
に
依

る
こ
蕃

蟹

。
恐

ら
塗

屋
賃
叉
は
佳

く

居

寮

貸
羅

茶

柱
嶺

値
に
依
・
の
護

公
平
で
あ
り
、
蒼

巧
で
あ
り
、
實
際
に
も
砦

繋

.通

で
あ

る

垂

さ
・
併
し
賃
貸
せ
ら
れ
ざ
る
住
居

に
至
振

、
賃
讐

奉

る
他

の
も
の
よ
り

類
推

評
定

す

る
の
外
な
一

垂

七
)・
又
評
定
法
に
つ
い
て
は
、

一
般
に
若
干
鼠

酌
を
與
え
垂

ろ

、
或
は
特
殊

程

宅
に
つ
姦

投

球
る

評
窪

を
憲

垂

九
)、
或
は
董

帳
に
登
讐

発

・
も
の
を

憂

年
毎
に
修
訂
す
る

…

も

行

は
。

、
.が

無

二
9
、
別
に
斯
か
る
特
別
斟
酌
を
與
え
参
、
特
段

な
る
評
定
法
を
行
は
す
、
叉
凡
べ
て
年

々
義
務
者
を
し
て
屋

賃

笛

告
せ
し
め
・
之
を
政
府
に
於
て
修

訂
す
る
を

干

る
の
が
、
む
し
ろ
時
勢
の
聖
遷
に
追
随
し
て
傘

な

る
課
撃

駕
す
蓬

髪

る
質

で
あ
る
。
勿
論
課
撹
物
件

が
馨

多

い
喜

は
其
は
煩
に
堪
え
な
い
が
、
高
級

住
宅
の
み
に
課

す
る
が
智

も
の
な
れ
ば
其
も
行
ひ
得
る
。
或
は
住
居

の
麗
質

に
代
・
に
.
住
屋
の
元
奮

値
を

20)

21)

22)
23)
24)

9・臨 論 鵬 鵬 厚,・趨留 要職,舗 「騰,鼎6謙 「蟹

糖 舗 綴 繍 詳」ern.Sa.D.,'轟:・.、、。Hec・el,M・…t・　
Ackermann,

Eisenhart,a.

識,2'黙s賠 昌:謄 卿'ぜ 謡 講,a….、 ・d.1,。37・.

景艦 瞥 嵩:e§.etc.S.454-5.698・Derselbe,Le25)R;雛窒.琶:,§謝



標
準

こ
す

る
こ
ご
も
出
來

る
(註
三

し
。
併
し
住
居

椀

を
、一
の
財
産
税

と
せ
ウ
、
・一
の
支

出
叉
は
消
費

税
ε
す
れ
ば

、

う

む
し
ろ
屋
賃

に
依

る
を
選

む
べ
し

ご
す

る

。
B
此

税

の
課
税
標

準

こ
し

て
は
古
屋
賃

に
依

っ
て
給
付
能

力

の
巡

合

(

こ
い
ふ
こ
ε
も
大
磯
達
せ
ら
れ
、
生
産
及
乱
會
壁

上

の
要
求
駕
も
大
艘
適
ふ
ご
ε
に
以
る
が
、
荷
ほ
之
ご
關
嚇

し

之
に
附
帯

し
て
住
居

に
於
け

る
土
地

利
用

の
方
法

を
考
慮

す

る
こ
ε
が
肚
脅

及
生
産
政
策
上

重
要
で
、
土
地

を

出
↑來

る
だ
け
節
約

す

る
こ
ε
が
望

ま
し
く
、
其

の
爲

め

}
住
居

の
爲

め
に
用
ゐ
.ら
れ
捻

る
土
地

の
面
積

及
其
用
法

を
標

準

ご
し

て
或
追

加
課

挽
を
織

す
こ

と
が
薦

め
ら

る

》
。此

黙
は
次
め
論
文

に
て
明

か

に
せ
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。

(註
一
}血
)

此
か
濁
逸
の
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ㌧

し
に
μ佃
ば
る
」
。
ス
ソ
ッ
ト
が
ル
㍗
で
は
、
㎜掬
立
の
仕
楠層
々
持
つ
凡
べ
て
の
人
に
此
が
課
せ
ら
れ
・
室

26

の
軍

用

を

も

つ
寄

宿

人

ド
も

課

ぜ
ら

ろ
。

⑳

(註

=

凸

此

が
國

稔

ε
し

て
採

用

さ

る

㌧
は
・
英

、
佛

、
白

、
蘭

・
露

で
あ

る
。

)

)

ほ

り

ワ
　

ウ
ほ

地
方

種

こ
し

て

行

一■
る

㌧
に
典

圃

空

ヂ

ン
バ
ラ

、

バ
ー

ミ

ン
ガ

ム
、

ハ
ツ
ダ
ー

入
7
イ

ル
ー

ド

、

一

佛
國

濁

逸

の
営

て
の
伯

林

・

)

)

ほ

エ

ヨ

ヨ

現

在

の

メ

ヲ

レ

之
・
ル

・

シ

言

工
}

、
プ

レ
濃

i

ハ
ー

ニ

ン
、
フ

エ
グ
ザ

ソ
ク
ー

爆

國

白

耳
義

の

ア

ン
ト

ワ
ー
て

ガ

ン

　

さ

ヨ

ヨ

Ψ

エ
ー

ウ
の
如

し
。

其
他

、

和
蘭

の
地

方

税

』
同

じ
。

(莚

セ
)

,
.
ソ
ケ
径

雛

径

箸

餐

竪

沸
ふ
所
の
餐

の
度
感

じ
叉
岳

薯

　

身

利
用
さ
れ
・
・
億

の
持
つ
暴

露

、
に
慮
じ
て
取
る
も
安

い
ひ
、
ア
グ
・
三

・
・
も
亦
た
所
宴

勇

猛
に
ぞ

家
屋
暮

し
之
か
他
人
に
貸
し
た
ポ
ん
に
星

に
た
る
べ
と

雍

定
ぜ
ら
ろ
㌧
巌
貴

に
從
ふ
て
課
ゼ
ら
る
べ
し
ピ
い
ひ
、
示
フ
マ
ン
亦
た
屋
賃
契
約
の
存
ぜ
ざ
ろ
蹴
合

に
に
、
其
存

ず
ろ
近
隣

の
類
似

の
位
廣
の
佛

謝

に
依

っ
て
馨
易

に
屋
貸
心
評
定
す

べ
し
ε

い
ふ
。

尤
も

ベ
ル
ギ

ウ
ス
に
之

ぐ、
に
多
少
異
る
見

麺
も

つ
。
即
ち
斯
か
る
場
合

、
再
生
産

の
爲
め
に
要
ぜ
ら

ろ
べ
き
も
の
に
依
り

、
其
許
慣
額
ば
元
本
々

示
す

べ
く

、
其
利
子
が
其
年

々
の
慣
値
な
示
し
、
之

に
佼

っ
て
其
家
屋
な
黙
視
す
べ
し
ぜ」爲

で
。
バ

ス
テ
ー
ブ

ル
も
亦

た
先
づ
費
買
慣
叉
11
市

場

論

説

住
店
耽
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巷
」
(第
二
號

一
一
)

二
一
=

26)

27)

.28)

会9)

30)

BI)
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'

喀

、

戸

論

説

、

住
居
税

の
本
質
及
其
構

造

、

第
九
巻

(第
二
號

一
二
)

二
二
二

賃
貸
便
難

測
定
し
・
之
な
義

倉

は
、
其
曾

て
貸
さ
れ
た
る
類
似
の
住
廣
に
依
り
、
反
の
彼
の
家
の
設
警

於
μ
る
持
主
の
灘
然
的
の
出

罰

責

F
よ

っ
て
評

定

丁

べ
し

亡

い
ふ
。

凪

(讐

ム

例
之
・
俳
画
巴
芒

て
髭

税
の
璽
帳
曇

邸
ち
羅

蝶

長

屋

誓

、
實
際
の
　

も
七
+
二
期
三
+
八
七
.
轟

け
安
く
な

　

り
・
巴
里
以
外
で
に
法
定
置
賃
に
喪
際
騒
賃
の
五
分
四
ミ
ぜ
ら
る
曳
。

.

.

(垂

垂

例
之
・
プ
・
1

・
i

↑

・
う

髪

に
、官
及
職
宅
の
屋
参

し
て
に
、國
及
帝
国
官
吏

の
薦
め
に
其
人
の
給
料
の

】
割
・、
ぜ
ら
を

。

.

鋤

噸

フ

エ
グ
ザ

ツ
〃
も
同
様

。

(駐

二
9

例
之
英
図
で
皆

・
ド

・
の
爲
め
に
五
年
毎
に
行
匡
を

。
繍

國

髪

も

天

三
四
年
以
降

、
餐

の
震

婁

少
考
穿

る
爲

め
F

者
縣
の
間
の
配
賦
受

屋
貫
慣
碓
に
エ
リ

五
年
毎

に
改
定
す
ろ
こ
・こ

な

っ
た
。
其

び
ら
家
屋
競
り
例
で
に
め
象

、
ザ

〃
セ

ζ

イ

ニ
ン
グ

ン

の

に
て
に
最
近
+
皐
間

の
平
均
よ
り
生
ず

る
屋
賃

障
よ

つ
て
測
定
』

新
賦
課
に
少
く

・・
も
+
五
年
毎

に
行
に
を

。
.

)の

垂

一
じ

例
之
、
一
九
・
七
芒

妾

讐

馨

し
た
・
馨

特
別
婁

蕎

の
薦
め
・
在

髭

ば
、
土
地
及
綾

罫

蛋

再

基
つ
髪

。

芸

二

住
居
挽

の
免

税
黙

↓

住
居

税
が
住
居
支
出

に
課

す

る
視
で
あ

る
以
上

は

、
最
貧
困
級

に
在

る
者

の
矯

め
に
戚

然
以
↑

の
住
居

K
発
挽

くを
行

ふ

の
が
當
然

で
あ

る
。

理
論
上
も
然

る
べ
き
で

あ

る
が
(註
二
二
〕、
實

例
も
此
を
探

る
が
多

い
(註
二
三
)。
尤
も

之
を
探

る
こ
し
て
、
出

凍
れ
ば
多
少
地
方
事
情
…に
よ

り

て
共
　免
税
…黙
の
高

さ
を
麗

刑
す

べ
き

で
あ

る
(駐
二
四
)。
併

の

し
事
情

が
全
国
頗
る
便
々
に
亘
る
の
に
之
を
精
密

に
斟
酌
す
る
ご
い
ふ
は
難

い
。
大
都
會

、
中
小
都
會
、
田
舎
の

ラ

三
位
な
ら
ば
匠
別
が
出
家
ぬ
こ
ε
も
な
い
が
、
其
れ
以
上
精
密
に
は
行
ひ
難

い
。
二
而
し
て
此
免
税
黙
に
は
不
必

(

要
論
も
あ
る
。
或
は
他

の
消
費
税
の
代
り
に
此
税
を
探

る
な
ら
ば
菟
税
黙
は
入
る
ま

い
と
い
ふ
も
あ
る
が
(註
二
五
)

/

39)

34)

35)

詔6)

38)

39)

DepartmentofC
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特

に
國

の
腸
合

に
は
侮

の
滑
曲賀
稔

を
止

め
る
こ

ご
が

出
来
難

い
の

み
な
ら
争

、
地
方

の
場

合

の
如

く
他
の
溝

費
枇

の
な

い
ビ
き

に
て
も

、
術

且

つ
最

下
暦

の
貧
民

だ
け

は
免

税
す

べ
き

も
の
で
あ
る
と

い
は

な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
或

は
免

税
黙

を
定

む

る
と
き
は
、
其

以
下

の
小
家
屋

の
需

要

が
増

加
し
、
随
ふ

て
其
屋
賃
を

高
め
て
、
貧
民

を
兎
枕

せ
ん

ε

し
て
却

っ
て
齊

し

く
課

税

し
だ

の
ご
同
結
果

に
な

る
(註
二
六
ぎ

も

い
ふ
が
、
其

と
て
も
果

し

て
其

ご
同
結

果

に

な

る
や
は
之
を
必
ず

る
こ

と
が
出
來
す
、
叉
其

結

果
如

何
を
問
は
す

、

一
定
以

下

の
貧

民
は
菟

祝
す

る
こ

と
.

が
原
則

上
至
當

で
あ

る
ご

い
は

な
け
れ

ば
な
ら

隙
。

尤
も
此
先

椀
黙
不
要

の
考

に
基

い
て

、
此

を
設

け
な

い
實
例

も
あ

る
(註
二
七
〕。

〔註
=
=
∀

ヘ
ッ
ク
ル
、
ラ
ウ
、
コ
ツ
サ
、
等
}
定
最
小
住
居
の
免
税
を
薦
め
、
一
九
〇
七
単
に
立
法
部
に
報
出14し
た
る
紐
青
柱
別
種
委
員
會
の
す

す
め
た
在

居
税

ド
て
に
・
.む
し
ろ
唯
小
所
得
者
に
課
ゼ
ざ
ろ
こ
・ζ

な

う
が
如
き
†
分
高
き
菟
風

な
薦

め
た
。

プ
ア
ィ
フ
7

は
貧
民
に
於

け

'

る
健
康
及
舗
生
上

の
理
由

ご
、
人
の
生
存

に
必
要
な

ろ
支
出
ば
免
税
す
べ
し
ミ
い
ふ
ご
言
な
要
求
す
ろ
公
正
理
由

ぜ」
よ
り
之
を
要
求

」
た
。
蒲

ぼ

ア
イ

ゼ
ン
ハ
ル
ト
に
輩

に
住
居
の
下
級

の
者
は
宥
恕
す

へ
し

ピ
い
ひ
・

エ
!

ペ
ル
ヒ
に

一
定
以
下
の
屋
賃
の
住
居
は
免
税
ぜ
ら
れ

、
叉
は
小
額

々

姻

費
は
な
け
れ
ば
な
ら

沿
宣
い
ふ
。

(註
=
三
)

例

之
、
英
国

の
住
居
税

は
年
攻

二
十
傍
以
下
の
凡
べ
て
の
住
居
・
勢
働
者
住
屋

F
し
て
其
中
が
分
割

ぜ
ら
れ
・
夢
働
者
が
写
買
上
住
居

①

す
ろ
場
慮

か
有
し
各
住
居
が
二
十
膀
以
下

の
屋
賃
為
育

つ
場
合
心
見
f
・。

鋤

懊
國
の
都
市

の
住
居
税
に
て
し
住
居
支
出
の
最
小
額

11
多
く
に
免
税
ゼ
ら
れ

、

獅
逸
の
メ
ク
レ
ン
プ
ル
ヒ
シ
ユ
ワ

エ
リ
ン
に
て
は
免
税
鮎

に
地
方
に
よ
り
色
々
に
規
定
ぜ
ら

る
。
五
+
馬
克
ε
百
二
十
馬
克

ξ
の
間
麺
動
揺

す
。
尤
あ
二
三
の
虜
11
免
税
嵩

か
止

め
に
し
た
。
ズ

ン
乎

ッ
ヒ

銘

銭

F
て
に
二
十
五
膀
か
免
税
鮎

ε
す
。

白
耳
義

の
ガ

ン
に
て
は
三
十
八
弗
六
十
セ

ン
ト
な
免
稔
鮎

♂
す
。

論

説

住
居
種
の
本
質
及
其
構

造

第
九
巻

(錺
二
號

=
二
)

二

二
三

、

1

O

40》

41)
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邑

P・

論

説

住
居
稔
の
木
質
及
其
構
造

第
九
巻

〔第
二
號

一
四
)

二
二
四

㈲

(詐
=
一四

　

ヘ
ッ
ケ
ル
ぱ
最
小
住
居
慶

匡
地
方
的
箏
情

F
エ
リ
考
慮
す
べ
き
も
の

.〕
い
み
。

'

(註

一
一五

〕

瀞
ー

リ
ユ
ー
は
曰

く
-
八
ば

一
定
小
額

の
免
税
た
、
此

が
小
納
税
義
務
者
の
爲
め
に
、
彼
等
が
間
腰
税

に
つ
き
畏
く
ろ
過
重
資
携

に
封

ず

る
賠
償

重

て
辯
護
す
ろ
暫

此
税
呈

琵

め
喬

牧
ず
る
こ
・あ

馨

易
な
・
も
の
上

な
れ
運

全
く
免
税

す
る
・
ミ

な
行
に
す
し
て

ゆ

む
ん

ろ

之

存
し
て

最
重

く
最

窮
窟

破

る
間

接
税

の
贋
正

々

許
す

な
得

る
遺

具

た
ら

し

む

ろ
か
選

む

べ
し

・、
。

(註

一
躍
ハ
)

キ

ン
シ
ー

ア
グ

ム
ス
匡
曰

く
園

一
定

小
屋

賃

免
税

の
結
果

に

、其
以

下

の
住

居
階

級

の
方

へ
の
需
要

が
頗

る
上
り

、此

滑
加

す

る
需
要

ぐ、

業

障

、
斯

か

る
住

居

の
雛
賃

が

、
貧

民
が
其

以
前

の
屋

賃

井

に
之

に
課

ぜ
ら

れ

た

ろ
租

融
々
赫

ひ

た
ろ

ピ
恐

ら
・「
ば
同
文

げ

、
其

住
居

の

爲

め

に

挑

に

ざ

ろ
べ
か
ら

ざ
ろ
程

の
高

さ
に
　進
む

・
、ε

で
め

ろ
。

此

故

ド
小

屋

貸

免
税

ば
[国
家

ド
も
借

屋

八

に
も
利

甑㌧
な

ら
な

い
で

、
維

だ
貸

主

か
利

す

切

る

こ

こ

＼
な

る

ご
o

、
.

,

〔註

=
七

)

例

之

、
ザ

ユ
ル
ア

ソ
ベ
ル

ヒ
の
地
方

税

の
如

し
。

此

に

所
得

税

の
最

小

活
資

の
免
税

の
嵌
橘

な

一
部

充

た
寸

べ
吾
、任

務

な

も

つ
が
、
其

お

が
正
雷

か
は
疑

ば
し
。
何

ξ
な
れ
ば
之
に
依

っ
て
最
小
活
資
免
税

の
考
及
目
的
が

一
部
破
ろ
、
か
ら
。
.

其

四

住

居

税

の

税

率

卯

砥

　

の
韓

・
簿

住
居
馨

(嚢

屋
　

)
矯

し
て
ば
累
進
的
・
す
る
の
が
至
當
で
あ
り
・荏
一爪
・、
實
.
野

蛮

例

に
も
此

が
」少
く

な

い
(註
二
九
)。
宣
ハは
大
膿

、
隠
窯
鼠
の
太

い
ほ
ご
、
給
付
能
力

が
焔
概
射
的

の
み
な

ら
ホ
ー相

…封
的

巽

町

37

乱

α

鳳

p

馬

出

も
太
い
か
ら
で
あ
る
.
但
し
北
開
係
は
精
密
な
も

。
で
な

.
か
ら
、
餓
り
烈

し
き
卵
。
誉

す
る
も

霧

で
あ
り

欝

欝

(註
三
〇
)、
或

は
此
屋
賃
に
於
け
る
相
當
な
累
進
を
緩
和
す
る
に
、
別
に
土
地

の
面
積
及
利
用
法
に
謝
す
る
比
例
挽

讐

の
附

加
を
以

て
す
る

も
可
で
あ

ら
う
。
街

ほ
此

税
率

に

つ
き
地

方
事
情

の
斟
酌

(註
三
ご
、
家
族
員

の
藪

(註
三
二
)
な

.

ぜ
も
禦

・
だ
募

學

べ
き
で
あ
・
。
尤
禽

級
の
に
蕊

ば
緩

員
の
警

蒲

考
慮
し
停

れ
婆

盆

瑠

認



り

ρ.

1

菖

詮

の
も
の
で
は
な
い
・
コ
斯
の
如
く
此
税
の
税
率
は
屋
賃
に
は
県
警

す
べ
き
で
あ
嘉

、
審

に
て
は

(

其

に
比
例

な
る
も
あ
る

(註
三
三
)。

叉
人
頭

税
的

な

る
も
あ

る
〔註
三
四
)。
或

は
此
税

が
配

賦
税

ご
な

る
こ
ご
も

あ

る

粗

煮
三
五
)、
此

場
合

に
は
勿
論

税
牽
.は
豫

め

一
定
し

な

い
。

.

垂

匹

プ
・
イ
フ
τ

、
・
ヅ
・
、
バ
ン
一・
-
,
、
。
-
。
ル
ビ
、
ぞ
フ
ー
フ
、
加
餐

等
、
此
醤

於
げ
る
鍵

婁

率

。
響

騎

挽

ま

委

員
會

も

(
一
九

〇

七
年

の

〉之

な
す

＼
む
。

謝

[註

=
聾

臨
國
の
に
鍵

に

し
て
・
最
低
屋
賃

の
六
+
分

一
よ
り
最
高
券

甲
畢

ろ
。

掴
箇

の
都
市

に
て
は
百
分
の
五
乃
至
+
に
し
て

ウ
イ

y
ナ
に
て
ば
百
分
の
十
五
ま
で
課
題
ら
ろ
。
確
率
は
累
進
な
り
ー

ー
1
嘗
て
行
に
れ
た
み
燭
逸
伯
林

の
に
正
常
輩
な
百
分
六
.六
七
ピ
し
、累

退
的
ピ
詮
り

、
六
百
一
三
百
馬
克
の
屋
貸
ド
ば
百
分
置
、
三
百
馬
克
以
下
の
に
皿
百
分
三
で
め

っ
た
。
フ

エ
グ
ザ

ツ
ク
で
に
、二
百
五
+
偶
克
ま
で

の
屋
賃

に
に
百
分
の
四
牛

-
二
塁

+
馬
克
以
上
の
に
ば
百
分
の
六
を
課
す
。

グ
ン
チ
ソ
ヒ
で
ぱ
二
+
五
乃
至
五
+
傍

の
犀
貸

言

分
の
二
半
、

五
+
傍
以
上
の
屋
賃

に
百
分
の
三
々
課
す
。

プ

レ
メ

ン
で
に
十
傍
以
下
の
麗
賃

に
は
五
傍
に
り
毒
.七
声
四
分
の

一
、
十
乃
至
十
五
膀
に
に
五
膀
F

つ
音
九
片
牛
、
十
五
乃
至

二
十
傍

F
ば
五
傍
'ト
つ
き

】
志

一
片
四
分

の

一
、
二
十
乃
至

二
十
五
傍

に
ば
五
傍

ド
つ
き

一
志
六
片

、
二
十
五
務
以
上

鋤
.

に
11
五
傍

に
つ
吾
-二
志
な
課
す
Q

〔註
罠
O
>

之

ド
つ
き

ポ
ー

リ
ュ
τ
に
此
硯
海
累
進

ε
す

み
こ
こ
が
許

さ
ろ
、
。
併
し
階
級
は
少
く
す
ろ
が
可
で
あ
あ
。
例
之
、
六
〇
〇
法
以
下
の

屋
賃
の
種
々
百
分
六
ご
す
れ
ば

、
六

〇
〇
1

一
、
二
〇
Q
法
の
に
百
分
八
、

「
、
二
〇
〇
一
二
、
Q
O
O
法
ぱ
百
分
十
、
二
、O
O
O
以
上
ば
百
分
十

二
ご
す
べ
し
。
此
よ
り
以
上
に
累
進

々
進
む
.ろ
の
に
に
頁
吾
理
由
一1
な

い
。
何

ピ
な
れ
ば
屋
賃
に
使
用
さ

る
㌔
所
得

の
割
合
が
其
よ
り
し
て
は
往

往
に
し
て
減
退
す

み
よ
弓
1エ
、
欝
加

す
ろ
こ
ヒ
が
誰
明
さ
る
、
か
ら
.ミ
い
ふ
。

ワ
グ
ナ
ー
も
此
累
進
寧
に
輝
瞼

の
十
分
な
ゐ
支
持
鮎
、
事
宙
ハの
豫

謝

備
的
な

る
統
計
上
の
調
査

な
く
、
可
な
り
恣
意
葡
に
定
め
ら
れ
た
ε
い
ふ
。

(註

=
;

V

ヘ
ッ
ケ
ル
に
此

が
暁
寧
の
高
さ
に
地
方
事
情

に
適
慮
す
べ
き
も
の
亡
い
ふ
。

コ
ツ
塾
は
老
心
人
目
標
準
に
よ
左
分
級
に
よ
囲
斟
酌
す
べ

へ

し

ζ
い
ひ
ー
フ
ナ

ル
〃
ス
マ
ン
は
田
奈
為
排
除
し
て
・
其
他
為
第

}
部
五
萬
以
上
の
人
口
の
市

、
第
二
部
五
萬
以
下

の
八
口
の
市

ご
.し

、
第

二
部

論

説

住
居
税

の
本
質
及
其
構
造

第
九
雀

{第

二
號

一
五
}

二
二
玉

49)
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題

醗

住
居
暁
の
本
質

及
置
合構
造

第
九
巻

(第
二
撹

「
六
)

二
二
六

に

は
簑

都
毒

幽

少
低
き
警

蓮

葉
し
・
グ
ラ
冨
ζ

亦
鍵

帝
国
書

し
て
奢
侈
的
住
居
税
存
穿

与

れ
ば
・
.種
・
の
國
及
地
方
F

於

け
る
住
居
価
格
の
非
常

に
大
な

み
差
異
か
顧
慮
し
て
・

一
層
多
く
の
分
級

細
爲

さ
な
く
て
に
な
ら

拘
置
い
ふ
。

實
例
こ
し
て
は
露
趾
で

に
+叩
及
重
な
ろ
地
方
の
み
が
課

ぜ
ら
れ
、
田
舎
に
は
課
ぜ
ら
れ

均
〇
玉
敷

に
分
た
れ
、
第

一、級
に

ペ
テ
ル
ス
プ

ル
グ
、
モ

入
ロ
ウ
、
第
二
級

に
†

市

、
第
三
級
に
六
十
七
の
市
及
町

-
第
四
級
-■
百
四
十

「
の
市
町
、
欝
五
級
に
五
百
二
十
二
の
市
町
で

、
此
分
級
に
っ
き
て
に
住
民
籔

、
住
居

の

数

及
似
絡
、
市
町
の
行
政
的
重
要

、
商

工
業
の
腿
淫
等
が
標
準

ミ
な
っ
た
。
和
蘭

に
て
も
屋
賃
租
の
賦
課
の
爲
め
に
人
口
に
從

っ
て
九
級

に
分
た

魅
(註
=
「;
)

(
ッ
ケ
ル
は
其
税
寧

ば
家
族
員
数

の
平
均
に
よ

っ
て
定
め
、
此
な
超

99

う
も

の
に
ば
相
當

の
割
51
た
、
其

以
下

の
に
に
追
加
種
々
指
定

す

べ
し

ピ
い
ふ
。
フ
ナ
ル
〃
ス
マ
ン
の
案

に
て
に
此
税
為
、

一
住
居
の
佳
者
駁

の

「
乃
至
四

、
五
乃
至
六
、
七
及
以
上
の
三
級

に
分
ち
て
課
税

し

や
う
乏

た
・

下

藍

1
は
例

之
・
蜀
身
禦

屋
募

一
割

二
分
こ
す
札
ば
・
夫
婦
者
に
に

一
割
・
そ
し
て
誓

同
棲
す
棄

成
年
の
小
塾

人

に
つ
き

「
分

つ
」
海
下
る
こ
ピ
㌧
す
べ
し
ぐ」
い
ふ
。
而
し
て
佛
國
に
て
に

一
八
九
〇
年
來

、
七
人

の
生
存
す
ろ
(令
法
約
文
は
認
知
し
た
る
)
小

面

供

な
有
す

ろ
父
母
は
此
視
た
.免
除
ぜ
ら

る
」
。

・

(註

三
富
)

例
之
、
獅

の
メ
〃
・
・
プ
ル
・
、
シ
ユ
ウ
エ
リ
.ン
の
地
方
轡

て
に
屋
賃
に
封
ず
る
百
分
誓

毒

離

し
、
和
蘭

に
て
ば
屋
賃

の
ぼ

、分
量
、
白
耳
義
の
が

ソ
に
て
ば
屋
賃
の
百
分
三
な
課
す
。
英
国

も
久
し
く
比
例
で
あ

っ
た
が
、

一
八
九
〇
年
に
改
正
ぜ
ら
れ
累
進

に
鍵

つ
た
。
即

ち
二
+
乃
茜

†
傍
の
慧

ば
三
片
角

+
乃
至
六
+
傍
の
呉

汁
・
大
喜

呈

の
晃

片
そ
し
て
纂

用
の
は
二
・四
・大
量

㌔
・

(駐
三
四
)

例
之

、
ヴ

コ
ル
テ

ン
ベ
ル
ヒ
の
地
方
住
居
税
で
に
、

】
年
の
税
額

」
人

の
男
↓+
に
つ
き
二
馬
克
、

一
人
の
濁
立

ぜ
ろ
婦
人
に
つ
き

一
馬

助

克

っ
」
こ
す
。
.

,

(註
一塁
五
)

例
之
、
佛
國
で
ば
此
挽
ば
配
賦
税
で
あ

る
。
で
国
家

の
之
が
全
割
雷
額
及
沓
縣

の
割
常
額

が
年

々
財
政
法
律

N
て
確
定
ゼ
ら

ろ
九

右

58

終
の
割
當
禦

離

賊
害
鵬
蒙

っ
て
郡
幕

町
村
に
配
當
ぜ
ら
れ
、
終
局
市
町
籠

常
葉

各
嬢

霧

逆

鰹

ら
れ
・
…

・
妥

ろ
。

其
五

住
居
撹
の
租
税
主
艦
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占5)

石6)
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ラ
一
往

屠

視

は

住

居

者

を

租

税

圭

禮

叉

は

納

税

義

務

者

こ

し

、

建

物

の
所

有

者

を
主

艦

ご

せ

漁

。

叉

す

べ

き

も

の

で

(

ラ

も

な

い

〔註
三
六
)
。

家

屋

税

蓬

異

る
駈

で

あ

る

。

二

便

宜

上

叉

は

制

度

の
精

神

上

、

住

居

者

で

な

く

て

所

有

者

を

義

(

務

者

と

す

る

こ

ご

も

あ

る

が

(註
三
七
)
、

其

は

住

居

視

の
固

有

な

る

分

子

で

は

な

い

。

(註

冒
一六
〕

エ
ー

ベ
ル
ビ
、
フ
方
ツ
ケ
匡
住
居
視

ば
住
居
者
の
碗
也

`
い
ふ
。

フ
グ
ナ
ー
に
家
の
所
有
者

〔彼

が
住
居
享
樂
た
有

つ
の
放

に
及
典
範

圃
に
て
)
及
借
屋
人
為
回
方
法
一ト
て
課
税
す
ε
爲
で
。

實
例
に
て
も
佛
圃
で
に
此
が
屋
買
支
俳
人
に
課
ぜ
ら
れ
、
英
國

バ
ー
ミ

ン
ガ
ム
の

地
方
税

(
レ
ー
ト
)
に
家
隔
『

練
酢物
叉
ば
其

=
帥
の
占
有
蝋石
「「
依

っ
て
繍
惜
μ
れ
、
所
君
一着
に
依
っ
て
棚
襟
μ
ろ
＼
の
で
な

い
g

ハ
ツ
ダ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル

ド
の
ボ
ロ
ー

レ
τ

ト
に
凡
べ
て
不
動
産
に
つ
急
其
占
有
者
に
課
税
し
、
倫
敦

の
ゼ
ネ

ラ
ル

レ
ー

ト
も
不
動
産

に
課
ぜ
ら
れ
、
借
人
が
通
例

レ
ー

ト

心
様

ひ
、叉

ば
其
大
部

分
為
様

ふ
。

エ
デ

ン
バ
ラ
の
市
税
ば
財
産
の
所
有
者
が
年
価
値
の

ハ
ん
ず
三
分

一
に
つ
き
課
ゼ
ら

れ
、借
入
が
殆
ん
ザニ
二
分

二
に
つ
き
課
ぜ
ら

ろ
N
。
土
地
及
建
物
が
十
九
弗
四
十
六
セ

ン
ト
(年
)叉
は
其
以
下
の
賃
貸
料

に
て
貸

さ
ろ
㌧
ε
音
に

・
所
有
者
が
占
有
者
に
代

謝

っ
て
課
ゼ
ら
れ
、
一
年
よ
り
舷
短
き
期
間
、
貸
さ
る
＼
ミ
き
も
所
有
者
に
義
務
あ
り
。

(吐
叫=一」層」
)
拙別
掲
計陛山ハ立傘
照其

六

住

居
視

の
裸
視
耀

者

ラ一
之
を
實
例

に
徴

す

る
に
、
或

は
之
を
地
方

税

こ
し

て
の
み
行

ふ
も

あ

る
。
例
之
濁
逸
填
土

利

の
如

し
〔註
三
入
)ρ

(或

は
國

挽
こ
し

て
行

ふ
が
あ

る
。
例
之
露
國

の
如

し
(註
三
九
)。
更

に
或

は
國

及
地

方
挽

ご
し
て
行

ふ
が
あ

る
。
英

一
ラ

佛

、
白

、
鼎園
は
即
↓ち
暴

れ
で
あ

る
〔註
四
〇
)。

三
権
　ん
で
理
論
上
よ
り
稽

ふ
る

の
に
、
北
枕

が
給
付

能
力

に
適
合

せ

(

訟
か
ら
と

い
ふ
て
國
視

と
し
て
も
地
方

税

ご
し
て

も
排
斥

す

る
人
も

あ

る
が
(註
四
一
)。
其

は
鯨

り
に
極
端
で

、
此

論

説

住
居
醗
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巻

(第
二
號

一
七
)
.
二
二
七

59) Eheberg,a.a.0.S.3Bg.Vocke,a.a.O.S.363,Wagner,a.a,0,11.S,

6【8・Depar亡mentofComerceandLabor,L.c .P. 、t7.6f.67.72.81.
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「



」
剣

輪

読

住
居
税
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巻

(第
二
號

一
八
)

一=
一八

視
も
或
度

に

て
は
給
付
能
力

に
適

合
す

る
も

の
虞
認

め
ら
れ

る
か
ら
別
ε
し
、
或

は
之
を
特
に
地
方

税

に
適

す

る

も
.、
國
[税

に
適

せ
壷
&
し

(註
四
一ご
。
或

は
之

が
都

市
特

に
大
都
市

に
は
適

す

る
も

、
田
舎

に
は
適

せ
ず
ε

い
ふ
が

あ

る
(註
四
三
で
.
面
し
で
其

の
國

視
に
適

せ
争

&
す

み
の
は
、
此
税

の
課
税
標
準

ε
し
て
通
例
用

ゐ
ら

る
㌧
屋
賃

が
、

地
方
に
依
っ
て
非
常
箱

蓮
め
あ
・
の
も
、
茎

に
は
都
窪

て
は
摸

が
多
舟

は
れ
、
堕

て
餐

が
課
税

標
準
ε
し
て
適
當

で
あ
る
が
、
田
禽

に
て
は
此
が
不
満
當
で
随

っ
て
他

の
標
準
を
探

る
こ
&
、
な
り
、
.地
方

に
よ

り
異

る
標
準
色
探
ら
ざ
る
を
得

ざ
る
不
便
あ

る
に
由

る
。
併
し
借
屋

の
多
一
行
は
れ
す
、
屋
賃

の
理
責
な
る
も

の

の
乏
し
き
慮

で
も
、
其
土
地
建
物

の
慣
格
よ
り
推
定
す
る
を
得

る
し
、
.地
方

に
よ
り
屋
賃

の
相
違

の
人
な
る
こ
ε

よ
り
生
ず
る
不
公
李
は
、
課
視
標
照準
に
て
屋
賃
以
外
に
家
屋
及
附
　鵬
地

の
面
積
一性
質
等
を
加
味

す
る
こ
ビ
に
依

っ

て
緩
和
さ
れ
や
う
し
、
敢
て
國
聾

し
て
、
金
園
に
行
ふ
も
妨
げ
な
い
。
其
れ
か
ら
此
を
都
市
特

に
大
部
市
に
限

ら
う
ご

い
ふ
説
も
毘
丁
覚
す

る
に
、
屋
任貝
の
標
準

を

見
出
す

の
便

利
よ
り
割
出

さ
戒

允

の
で
あ

る
が
、
此

が
田
舎
に

て
も
評
定

し
得

る
こ

ご
右

に

い
ふ
如

く

で
あ

る
、

こ
す
れ
ば
、
何

に
も
大
都
市

に

の
み
限

る
に
及
ば
滋
、
特

に
之

を
國
挽

ε
し

て
行

ふ
に
於

て

一
部

の
都
市

の
み
に
行

ふ

ご
き
は

、
脱
穐

を
誘

ひ
、
.不
公
卒

を
生

中

る
ご

ε
に
も

な

る
(註
四
四
)。
探

る
こ

ε
を
得

な
い
。

〔畦

昌
八
)

濁
逸
で
に
地
方
零

し
て
行
は

れ
て
居

る
。
特

「
此
が
嘗
て
一・
廉
く
普
國

に
行
は
れ
、
伯
林
ド
も
あ
り
、
z

フ
y
多

ル
ト
ア

ζ

イ

ン
、

ハ
ル

レ
、
ダ

ン
チ
ソ

ヒ
、

エ
ム
デ

ン
、

ナ
ツ

テ

ン
ぜ

ン
、

テ

ン

ニ
ソ
グ
其
他

諸
多

の
虜

に
行

に

れ
た
。

然

る
に

一
入
九

三
卑

七
月

十
四

日

"

弓

6⑪>Pfei旋 ・,・,a.O.S、488、 ⊂ 。n・ ・d,a・a・0・S.

「



の
地
方
税
法
で

、
此
屋
賃
稔
の
新
採
用
な
禁
じ
、
既
存

の
に
右
地
方
税
法

の
原
則
三

致
す
る
や
に
つ
き
跨
昧
し
、
大
賊
内
務
両
大
臣
よ
り
新
F

認
可
す

る
こ

ε

」
な

っ
た
o
此

認
可

な
し

に
に

一
入

九

八
年

四
月

「
同

以

降
腰

止

さ

ろ

＼
・
、ミ

㌧
な
り

、多

く

の
都
市

特

に
伯

林

は
之

な
止

め

、市

に

て
之

な
探

る

に
ダ

ン
チ

ッ
ヒ
位

ご

な

っ
た
。

其
他

A
・口
一普

園
外

に
て
㍉

ヴ

ユ
ル
テ

ン
ベ
ル

ビ
、

メ
ク

レ

ン
プ

ル

ヒ

シ

ユ
ウ

エ
リ

ン
、

プ

レ
ー

マ

鋤

ー

ハ
ー

フ

エ

ン
.、

フ

エ
グ
ザ

ツ

〃
の

地
方

税

ミ
し

て
行

に
る

㌧
。

吻

懊

國

F
て
も
此

が
地

方
税

巳
し

て
行

は

る
。

鋤

(註

『二
九

)
・
露

國

に

11
固

焼

ミ
し

て
存

す

。

岡

〔註
四
〇
)

英
国

に
11
国
税
ピ
し
て
も
地
方
税

ピ
し
て
も
諸
市
に
之

め
り
。
1
1

佛
圃

F
に
国
税

こ
し
て

の
動
産
税

が
其

に
冨
り
、
地
方

に
て
ば

㈲

之

に
附

加

種

々
課

す

る
所

で
あ

る
。

1

一

白

耳
義

に

に
國

税

{
し

て
之

あ

ろ
の
外

、

地
方

種

己
し

て

ア

y
ト

ソ
ー

プ
、

が

ン
、

り

ニ
ー

ジ
等

に

)

〕

ろ

ア

ぼ

ら

あ

り
。
.ー
-.
.卜

和
蘭

ド
も
固

視

の
屋

貸

硯
が

あ

っ
て
、

州
及

市

に
之

に

「
定

の
百

分
率

々
賦

課

す
。

〔註

四

一
)

フ
ォ

ツ

ケ
に
此

醗
は
国

税

こ
し
て

ε
同
様

に
地

方

税

ξ
し

て
も
薦

む

べ
き

も

の
で

な

い
。

其

不
公

挙
及
間

に
合

ぜ
物

ξ
い
ふ
缺

勤

鮎

が
愈

々
多

く
感

.《
ら
れ

ろ
こ

い
ふ
。

〔註

四

;
)

ホ
フ

マ

ン
、
プ

ァ
イ

フ
ア
ー

、

コ
ン
ラ
・i

ド

、

ヘ
ツ

ケ
ル
等

、
此

が
地

方
税

に
適

す

ろ
も

国
税

に
適

ぜ
ず

ピ
駕

す
o

ヘ
ツ
ケ

ル
及

工
i

鋤

・ベ
ル
ビ
に
屋
貰
税
の
猷
馳
が
地
方
税

の
場
合

・ト
に
少
し
ξ
い
ふ
。

(註
四
=
ラ

ヘ
ツ
ケ
ル
ほ
此
税
が
本
來
唯
だ
都
市
地
方
團
艦
の
み
に
適
當
し
、
田
舎
村
落
團
艦

・ト
に
嫡
當
ぜ
す

ε
ず
。

フ
ナ
ル
〃
ス
マ
ン
は
其
税
案

ゆ

・

に
於
て
田
舎
な
排
除
し
恵
ら
大
中
小
市

ド
課
ぜ
ん
巳
し
ビ
"
ン
ヌ
キ
ば
住
居
著
移
税
な
唯
大
獄
ゐ
薩
ふ
て
富
め
ろ
市

に
限
ら
う
ε
し
た
。

(註
四
四
∀
.
グ
ラ
ー
フ
に
右

の
説

な
評
し
て
曰
く
、
此
税

な
此
等
の
市

に
限

る
こ
ミ
ド
依

っ
て
、
富
者
の
田
舎
に
於
け

ろ
別
荘

(確

か
に
奢
侈
的
な

m

ろ
)
な
冤
税
マ
る
こ
ζ
に
な
ろ
で
あ
ら
う
ε
。

其

七

住
居
挽

ご
他
税

と

の
結

合

住
居
視

に
時

代
遅
れ

の
人
税

を
結

合
す

る
佛
國

の
視

法
は
探

る

べ
き
で
な

い
ε

す
る
も

、
此

に
或
簡
軍

な
る
碧

論

説

住
居
概
の
本
質
及
其
構
造

第
九
巻

〔第
二
號

一
九
転

二
二
九

61)

62}

63)

し
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一

論

説

住
腓
税
の
本
質
及
其
緯
造

第
九
巻

(第
二
號

二
〇
)

二
三
〇

修

穐
、
例
之

、
馬
車

、
僕

婢
税

の
如

き
を
結

合

ず

る
案

註
四
五
　
は
奢
侈
的
使
用

物
に
封

ず
る
重

課
を

行

ふ
に
外

な

ら

蹟
か

ら
、
面
白

き
仕

組

の
如
く

に
も
考

え
ら

る
＼
が

、
併

し
其
場
合

に
は
自

ら

一
箇

の
馬
車

に

つ
き
本

税

の
幾

切

割

つ

、
か

を

増

す

ε

い

ふ

こ

ご

に

な

ら

う

が

、

然

る

ε

き

は

一

の
混

一雑

を

來

丸

し

、

叉

不

公

巫
丁
を

楽

な

す

こ

と

に

、

な

る

。

探

る

べ

き

で

は

な

い

。

む

し

ろ

住

居

椀

と
並

行

し

て

別

に

探

る

べ

き

で

あ

る

。

〔註

四
五
)

此
に

一
七
九

「
年
の
佛
國

の
照
決
議
會
の
採

っ
た
も
の
で
、
例

之
、
義
務
者

が
鵬
翼
に
車
為
も

つ
置
き
ば

】
割

存
堆

し
、
男
優

一
人
に

瑚

つ
壱
五
分
為
歯
す
ε
い
ふ
が
如
く
す
る
の
で
め
ゐ
。
其

故
に
同

一
債
値
の
鳥

一
匹
に
て
も
、
住
居
屋
賃

の
大
小

に
依

つ
で
租
税
貢
櫓
に

つ
き
非
常

な
る
差
異
な
生
す

る
こ
ピ
に
な
ろ
。

其

八

住

居

税

牧

額

の

使

途

住

居

撹

の

敗

額

の

使

途

に

っ
き

て

は

、

由

来

之

を

特

殊

の

目

的

に

充

て

や

う

ε

い

ふ

考

が

あ

り

叉

之

を
.
行

ふ

な

例

も

あ

る

(註
四
六
∀
が

、

そ

し

て

其

特

殊

使

途

の

定

め

や

う

に

依

っ
て

は

、

此

視

ご

の
間

に
密

な

る

關

係

も

あ

っ

て

好

都

合

の
如

く

で

あ

る

が

、

併

し

本

来

此

の
如

き

目

的

税

を

定

め

る

こ

ご

が

、

統

一
を

要

こ

す

る
財

政

の

趣

旨

に

合

は

ぬ
。

矢

張

匂

す

べ

て

他

の
税

ゼ

同

様

に

一
且

中

央

に
其

牧

額

を

納

め

て
一然

る

上

に

て

適

當

に

分

配

し

支

出

し

て

可

燃

き

も

の

で

あ

る
。

、

・

(註
四
六

〕

例
之
、

ロ
ツ

シ
ア
ー
に
、
屋
賃
税
政
入
心
以

て
市

々
美
麗
臆
す

る
方

に
使

ひ
、
随

ふ
て
其
が
屋
賃

た
上
ぐ
ろ
こ
ε
」
な

ろ
ε
き
に
、
其

螺
旋
が
際
限

a
く
廻
は
さ
ろ
き

、
`
、
な

る
ε
い
ひ
、

ヘ
ツ
ケ
ル
ば
此
住
居
税
取
入

に
唯
だ
行
政
の

「
般
的
目
的
即

ち
寺
院
學
校

、
慈
善
事
業

、

公
益
設
備
、
保
安
警
察
及
公
債
の
爲

め
の
費
用
の
み
に
充

つ
べ
き
も
の
と

い
ふ
。
そ
し
て
懊

國
の
都
市

で
に
往

々
F
し
て
此
が
全
都
叉
に

一
部
目

、
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の

的
脱

ぐ、
な
っ
て
居

る
。
其
攻
入
は
救
貧
、
運
河

、
學
校

、
宿
警
、
公
共
燈
火
等

の
鍋
め
ド
使
用
す

る
こ
足
㌔
な

っ
て
居

勉

結

論

以
上
要
之
、
住
居
税

は
人

の
住
居

に
課
税
す
る
も

の
で
あ
り
、

一
の
直
接
税
で
、
そ
し
て
溜
,費
挽
で
あ
る
。
住

居
者
に
謝
し
て
、
住
居
用
に
供
せ
ら
剃
だ
る
場
所

に
つ
き
、
其
賃
貸
償
格

及
面
積
井
に
性
質
に

慮
じ
て
、
若
干

の
免
税
黙
を
定

め
た
る
上
、
出
来
る
だ
け
累
進
的
に
課
税
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
國
挽

ε
し
て
も
地
方
税
ご
し
て

も
課
し
得

る
が
、
其
牧
額

の
使
途

は
特
定
せ
ぬ
が
良
い
。
叉
他
視
ご

結
合

し
て

構
成
せ
ぬ

が
良

い

ビ
考

え
ら
る

る

。

論

説

住
居
税
の
本
質
及
其
構
造

ゆ

第
九
巻

(第

二
號

二

一
}

二
三

】

、
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